
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数は、２４年４月１日現在の人数である。

（３）特記事項

（給与減額の状況）

（その他）

平成１８年度～平成２１年度まで昇給号給数を抑制

国の要請等を踏まえた減額措
置の取組

減額実施期間又は減額を実施していない場合はその理由

実施せず

ラスパイレス指数の状況が県内最下位クラスであることや、ここ１０
年間程度の長期にわたる職員数の適正化による総人件費の縮減経過
と、給与削減を実施した場合の地域経済への影響及び職員の勤労意欲
を考慮した。

（給料）実施せず
（手当）実施せず

抑制済又は減額措置の内容

169,37055,572

平　成

一人当たり

給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 計　　Ｂ 給与費 B/A

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

人 千円

２４年度 136 504,524

18.1

5,364

人　

16.0

千円

5,612

千円

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

　　　　　　　　　　　％　　　　　　％

実 質 収 支 人 件 費

Ｂ／ＡＢ

区 分

遊佐町の給与・定員管理等について

（参考）人 件 費 率

２３年度の人件費率

歳 出 額住民基本台帳人口

Ａ

平　成 　　　　　　　千円 　　　　　千円

1,223,557430,03415,394

　　　　　千円

6,759,416

（２４年度末）

区 分

２４年度

729,466

千円　　　　　千円

職員数

千円

Ａ
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(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　　　３　「参考値」とは、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値である。

２　一般行政職給料表の状況（平成２５年４月１日現在）
（ 単 位 ： 円 ）

（注）給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである。

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２５年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人

歳 人 歳

歳 人 歳

歳 人 歳

２級

356,400 390,100

320,600

424,600

185,800 222,900 289,200

402,500

1.71

1.78

202,700円

211,800円

46.3 20

公務員

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額

A／B
平均給与月額

の類似職種 （B）

211,800円

参考

―

1.45調理師

（A）

376,533円

297,256円

347,613円 338,975円

366,433円

306,367円290,256円

333,365円

243,700 309,200

その他
（保育園調理師）

うち調理師

327,350円

362,600円

うち用務員 47.6

3

8

調理師

遊佐町

区　　分

１号給の

給料月額

遊佐町

類似団体

区　　分

山形県

１級

135,600

平 均 年 齢

給料月額

最高号給の

44.2

国 43.1

41.0

用務員

52.9

317,845

324,320円

374,500

対応する民間

民間

―

316,601

943.0 42.2

42.5

平均年齢
平均給与月額

（国ベース）

315,945円 ―

平均給料月額

307,220(332,446)

302,520

347,700

331,132

429,300

４級

－

361,874

平均給与月額

376,257(405,463)

342,511

平均給与月額

（国ベース）

261,900

５級 ６級３級

53.7

―

42.2

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

遊佐町 類似団体平均 全国町村平均 

（Ｈ２０） 

９２．２ 

（Ｈ２５） 
１０２・３ 

（Ｈ２５） 

※参考値 
９４．５ 

（Ｈ２０） 

９６．４ 

（Ｈ２５） 

１０４．０ 

 
 

（Ｈ２５） 

※参考値 

９６．２ 
 

 

（Ｈ２０） 
９４．２ 

（Ｈ２５） 

１０３．２ 

 
 

（Ｈ２５） 

※参考値 

９５．４ 
 
 

 

（Ｈ２５．７） 
１０１・４ 

 

（Ｈ２５．７） 
１０２・３ 

 

（Ｈ２５．７） 
１０１・４ 
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歳 人

歳 人

歳 人

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。（平成２２～２４年の３ヶ年平均）
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。
※年収ベースの「公務員（C）」及び「民間（D）」のデータは、それぞれ平均給与月額を１２倍したものに、公務員においては前年度に
　支給された期末・勤勉手当、民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

（2) 職員の初任給の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 －

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

315,880

135,600

高　校　卒 －

5,515,956円

310,962円

―

―

2,879,600円

2,809,400円

2,879,600円

区　　分

技能労務職

3,272
309,534

(325,400)
円

12

うち調理師

1.96

140,100

172,200

―

年収ベースの（試算値）の比較

――

―

―

―

―

369,600円 351,400円

うち用務員

―

参考

公務員

―

331,000円

－

民間

類似団体

C／D

その他
（保育園調理師）

（C） （D）

― ―

48.8

山形県

国

45.6

49.9

302,500

4,821,404円

遊佐町

298,680

260,767

344,200

山形県

経験年数２０年以上２５年未満

163,987(172,200)

経験年数１５年以上２０年未満

272,119
(286,850)

円

288,301円 299,756円

140,100 133,418(140,100)

国

172,200一般行政職

高　校　卒

区　　　　分

高　校　卒

区　　　　　分

経験年数１０年以上１５年未満

大　学　卒

－

技能労務職 137,200

5,974,696円

538

279,800

1.67

―

―

2.07

大　学　卒

高　校　卒

一般行政職

遊佐町

―
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４　一般行政職の級別職員数等の状況
（1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成２５年４月１日現在）

（注）１　遊佐町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

（２)昇給への勤務成績の反映状況

・病気休暇、欠勤、休職等の日数で勤務評価を実施。

　　　　　　　　人

主事

区　　分 構成比

17

1

7

課長６　　級

５　　級

１　　級

職員数

主事・主事補

係長・主査・主任

課長・課長補佐
7.3

1.0

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

38

　　　　　　　　人
課長補佐・係長・主査

　　　　　　　　％

標準的な職務内容

４　　級

39.6

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

9.4

　　　　　　　　％

9

　　　　　　　　％

　・毎年１月１日現在において、各職員の前１年間の勤務成績を判定し、昇給の号給数を決定している。

　　　　　　　　人

　　　　　　　　人

３　　級

　　　　　　　　人

24 25.0

17.7

２　　級

1級 

17.7% 

1級 

18.1% 
1級 

13.4% 

2級 

9.4% 

2級 

9.6% 

2級 

19.6% 

3級 

39.6% 

3級 

38.3% 

3級 

41.2% 

4級 

25.0% 

4級 

25.5% 

4級 

18.6% 

5級 

7.3% 
5級 

5.3% 

5級 

6.2% 

6級 

1.0% 
6級 

3.2% 

6級 

1.0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成２５年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比 
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５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２４年度支給割合） （２４年度支給割合） （２４年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

役職加算　５%～１５% 役職加算　５%～２０% 役職加算　５%～２０%

管理職加算　１５％～２５％ 管理職加算　１０％～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（2) 退職手当（平成２５年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

定年前早期退職特別措置（ ２～２０％）加算 定年前早期退職特別措置（ ２～２０％）加算

１人当たり平均支給額　　　　 千円 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２４年度に退職した職員に支給された平均額である。

 (3) 地域手当（平成２５年４月１日現在）

制度なし

 (4) 特殊勤務手当（平成２５年４月１日現在）

制度なし

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

1,240

１人当たり平均支給額（２４年度）

遊佐町 山形県

23.03

32.83

46.55

111

16,648

17,042

114

23.03

55.86

定年・勧奨自己都合

55.86

55.86

28.7875

38.955

55.86

55.86

1,531

0.60

1.20

55.86

14,971

　・基準日前６ヶ月間において懲戒処分を受けた職員については、成績率に差を設けて手当額を決定している。

32.83

46.55

支 給 実 績 （ ２ 3 年 度 決 算 ）

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ３ 年 度 決 算 ）

1.35

1.40 0.60

2.60 1.20 2.55 2.60

1.45 0.651.40

国

―

遊佐町

１人当たり平均支給額（２４年度）

25,538

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ 4 年 度 決 算 ）

支 給 実 績 （ ２ 4 年 度 決 算 ）

国

28.7875

38.955

5



（6) その他の手当（平成２５年４月１日現在）

円

円

円

円

円

円

同じ

-

234,048

－

異なる

円

千円

28,792

（２４年度決算）

支給職員１人当たり
平均支給年額

国の制度と
異なる内容 （２４年度決算）内容及び支給単価

異なる管理職手当

　扶養親族を有する職員の
生計費の補てんを目的とす
る手当

　借家又は借間に居住し、
一定額を超える家賃を支
払っている職員に対して支
給される手当
・借家：家賃に応じた額
（27,000円限度）

　通勤のため交通機関等を
利用し、又は自動車等を使
用する職員に対して通勤費
の一部を補てんするために
支給される手当　　　　　　・
交通機関利用者：運賃等相
当額（１箇月当たり最高
55,000円）
・交通用具使用者：通勤距
離区分に応じた定額（2,500
円～19,200円）

　管理職又は監督の地位に
ある職員に対して、その職務
の特殊性に基づき支給され
る手当
　　６級管理職　33,100円
　　５級管理職　31,600円

扶養手当

住居手当

通勤手当

・配偶者13,000円、配偶者
以外6,500円（配偶者がいな
い場合１人目については
11,000円）

・扶養親族たる子のうち満16
歳の年度初めから満22歳の
年度末までの子につき5,000
円加算（月額）

　管理職員が臨時又は緊急
の必要等により勤務を要しな
い日又は休日に勤務した場
合に支給される手当
・１回につき4,000円（６時間
を超える場合には6,000円）

単身赴任手当

手　当　名

千円

同じ

【国の制度】
・交通用具
使用者の手
当額
（2,000円～
24,500円）

千円

同じ夜間勤務手当

　正規の勤務時間として深
夜に勤務した職員に対して
支給される手当
・１時間当たりの単価×１００
分の２５×勤務時間数

同じ

国の制度
との異同

千円17,086

支給実績

3,467

千円

8,397

3,456

【国の制度】
一種から五
種の区分に
応じて支給
46,300円～
139,300円

－

-

－

千円

千円

70,563

385,200

－

異なる
管理職員特別勤務
手当

　公署を異にする異動等に
より転居し、配偶者と別居し
単身で生活することを常況と
する職員に対して支給され
る手当　　　　　　　　　　　・基
礎額（23,000円）＋距離区分
に応じた加算額（最高
45,000円）

【国の制度】
・１回につき
最高12,000
円

6



円

円

６　特別職の報酬等の状況（平成２５年４月１日現在）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

円 円／ 円

（ 円 ）

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×56.7／100×在職月数 万円 任期毎

給料月額×33.1／100×在職月数 万円 任期毎

(注）１  給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。   
　 　２  退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     
               勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

345,000 157,000

180,000

備　　　　考

－

2.850

420,000 226,500

215,000

副 町 長

町 長

副 町 長

副 議 長

議 長

　災害緊急対策又は災害復
旧等のため、災害基本法に
より国の行政機関あるいは
他の地方公共団体から派遣
された職員に対して支給さ
れる手当
・滞在日数等に応じた定額
（日額・最高4,000円円）

寒冷地手当

町 長

議 員

退
職
手
当

議 員

556,000

（参考）類似団体における最高／最低額

215,100

288,000

給

料

－

給 料 月 額 等

－

－

千円

千円－

区 分

災害派遣手当

　寒冷地に在勤する職員の
生計費が、寒冷積雪のため
暖房用燃料費等の面で著し
く増蒿するために、設けられ
た手当
・支給対象地域に在勤する
職員の世帯区分に応じた定
額

2.850

報

酬

議 長 　　（２４年度支給割合）

　　（２４年度支給割合）

期
末
手
当

238,000副 議 長

副 町 長

同じ

町 長

293,000

713,000

710,000

1,941

883

854,000

793,000

618,000

360,000
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７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（類似団体の人口１万人当たり職員数 人）

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（2)年齢別職員構成の状況（平成２５年４月１日現在）
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(3)職員数の推移

（ 単 位 ： 人 ・ ％ ）

（注）１　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数
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